
利用開始までの流れ
～基本チェックリストの実施～

平成２９年２月２１日、２２日
久留米市健康福祉部介護保険課

新総合事業準備チーム



１．サービス利用の手続きと
基本チェックリスト
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これまでのサービスの利用の手続き

給付によるサービスを利用す
るには、要支援・要介護認定
を受ける必要があった
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これからのサービスの利用の手続き
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※明らかに要介護1以上と
判断できる場合
※介護予防訪問看護等の
利用が必要な場合

※予防給付を利用

※事業のみ利用

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可能）
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など
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利用者状態区分と利用できるサービス

区分 サービスの種類 要介護１～５ 要支援１、２

介護給付

施設サービス ○

居宅サービス ○

地域密着型サービス ○

介護予防
給付

介護予防サービス ○

地域密着型介護予防サービス ○

区分 サービスの種類 要介護１～５ 要支援１、２ 事業対象者

介護給付

施設サービス ○

居宅サービス ○

地域密着型サービス ○

介護予防
給付

介護予防サービス ○

地域密着型介護予防サービス ○

総合事業 介護予防・生活支援サービス事業 ○ ○

現

行

平
成
29
年
４
月
以
降
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基本チェックリスト様式例

基本チェックリストによる判定

基本チェックリストの提出からおよそ１週間で
事業対象者であるかの判断が行われる。

【結果】

第２号被保険者については、がんや関節リウ
マチ等の特定疾病に起因して要介護状態と
なることがサービスをうける前提となるため、
要支援（要介護）認定を受ける必要がある。

【第２号被保険者】

事業対象者は、要支援者状態相当の者を想
定しており、該当しないケースについては、一
般介護予防事業の利用等につなげる。

【事業対象者の状態像】

25項目の基本チェックリストで総合事業の対象者に該当すると判断された場合、介護予
防・生活支援サービス事業対象者（事業対象者）として、介護予防・生活支援サービス事
業を利用することができる。

久留米市内に居住している住所地特例者に
ついては、久留米市で基本チェックリストを受
けることができる。

【住所地特例対象者】
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基本チェックリストの実施

原則として利用者本人と窓口で面談した上で実施します。
ただし、利用者本人が窓口に来ることができない場合は、家族等からの聞き取りでも実施
することができます。

【基本チェックリストの実施方法】

介護保険課、総合支所
【実施窓口】

◎ 利用者の心身状態が安定している。

◎ 利用（予定）サービスが訪問型サービス、通所型サービスのみである。

◎ 日常生活に支障をきたすような認知症状や行動が見られない。

基本チェックリストの対象者像

基本チェックリストの対象外（要支援認定の更新が必要な場合）

◎ 利用（予定）サービスに、予防給付（訪問看護や福祉用具等）が含まれている。

◎ 利用者の心身状態が安定しておらず、ケアマネジメントを行っていく上で、主治医意見書
等の医学的情報が必要である。

◎ 第２号被保険者である。
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事業対象者の決定と被保険者証①

基本チェックリストをもとに、市は、事業対象者であるかの決定を１週間程度で行います。

【事業対象者の決定】

事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの実施日から始まり、有効期限はあり
ません。

ただし、利用者の状態が変わった場合等は、再度基本チェックリストを実施することができ
ます。

【事業対象者の有効期間】

事業対象者と決定されたら、その旨を印字した被保険者証を発行します。
発行は、原則として利用者宅へ郵送で行いますが、届出時に申し出があった場合は、代
理人による窓口受け取りもできます。

【被保険者証】

対象者確認依頼届出書と基本チェックリストの写しを市から地域包括支援センターに情
報提供します。

【利用者の情報提供】

基本チェックリストの実施で事業対象者となったとしても、心身状態の変化等により、要介護

認定等が必要となった場合は、認定申請を行うことができます。

必要に応じて認定申請も可能
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事業対象者の決定と被保険者証②
【被保険者証への印字イメージ】

事業対象者にも負担割合証が発行されます。

自己負担割合が２割になる要件は、要支援（要介護）認定者と同様です。

事業対象者の負担割合証

(一) (二) (三) 

要介護状態区分等 内  容

開始年月日

終了年月日

開始年月日

番  号 終了年月日

認定の有効期間 開始年月日

終了年月日

居宅ｻｰﾋﾞｽ等

住  所  1月当たり 届出年月日 平成　　年　　月　　日

（うち種類支給限度基準額） サービスの種類 種類支給限度

届出年月日 平成　　年　　月　　日

ﾌﾘｶﾞﾅ
届出年月日 平成　　年　　月　　日

氏  名
届出年月日 平成　　年　　月　　日

生年月日
性
別 男 介護保険施設等

被
　
　
保
　
　
険
　
　
者

交付年月日 平成 29  年 04   月 01  日
平成     年    月     日

 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

830-8520
福岡県久留米市城南町
15番地3

ク ル メ   タ ロ ウ

3 2

久留米  太郎

認定審査会
の意見及び
サービスの
種類の指定

4 0 2 0

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日名称

退所等年月日

入所等年月日

退所等年月日

名称

種類

認定年月日(事
業対象者の場合
は、基本チェック
リスト実施日）

 平成 29 年 4月 1日

期      間

年　　月　　日入所等年月日

居宅介護支援事業者又
は介護予防支援事業者
及びその持病所の名所

種類

給付制限事業対象者

 平成 　　 年 　月 　日 ～ 平成　　年　月　日

 区分支給額基準額

 平成   年  月  日 ～ 平成　　年　　月　　日

事業対象者の被保険者証
には、有効期間の記載は
ありません。
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窓口確認票を利用しての認定方法の決定１

総合事業対象者確認依頼届出書の記入２

基本チェックリストの実施３

市は事業対象者の適否を判定４

被保険者証、負担割合証の発送５

約
１
週
間
後

事業対象者の決定と被保険者証発行までの流れ
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２．要支援（要介護）者の移行
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久留米市では平成29年4月1日から総合事業へ移行します。

現在、要支援認定を受け、介護予防訪問介護または介護予防通所介護を利用している方

は、平成29年 3 月31日時点において受けている要支援認定の有効期間の間は、
引き続き介護予防訪問介護または介護予防通所介護を利用できます。

有効期間の終了後は、認定更新により要支援認定がなされたとしても、総合事業の
訪問型・通所型サービスを利用することになります。

現在の要支援認定者の移行について

利用者が、平成29年3月31日時点で要支援認定の有効期間が残っているにも関わらず、
介護予防訪問介護または介護予防通所介護ではなく、訪問型サービスまたは通所型サービ
スの利用を希望する場合は、地域包括支援センターへご相談ください。

要支援者の早期移行
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Ｈ29.4.1

【例1】

H28.4.1～H29.3.31

（H29.4.1更新）

【例2】

H28.7.1～H29.6.30

（H29.7.1更新）

【例3】

H29.3.15～H30.3.31

（H30.4.1更新）

Ｈ29.7.1 Ｈ30.4.1

総合事業（訪問型サービスまたは通所型サービス）

総合事業介護予防サービス

総合事業介護予防サービス

介護予防サービス
（訪問介護、通所介護）

事業開始 事業完全移行

現在の要支援認定者の移行例

平成29年4月以降は、認定更新で要支援者となったとしても、介護予防訪問介護、介護予防通
所介護の利用はできない。
※それ以外の介護予防サービス（訪問看護や福祉用具等）は要支援者であれば利用できる。
（事業対象者は介護予防サービスは利用できない） 12



担当している要支援（要介護）者の認定の更新時期には、認定更新をするのか、基本チェ
ックリストを実施するのかを利用者と相談し、地域包括支援センターと、利用者の心身等の
状態や、利用するサービスをふまえた上で、今後の方針等を検討する必要があります。

認定方法の検討と基本チェックリスト

要支援（要介護）者が認定の有効期間満了に伴い、認定更新ではなく、基本チェックリスト
を実施することになった場合は、居宅介護支援事業所により基本チェックリストを実施する
ことができます。

【居宅介護支援事業所による基本チェックリストの実施】

『基本チェックリストの考え方』にそって、利用者に記載してもらいます。

【実施方法】

 介護予防訪問介護または介護予防通所介護の総合事業に移行される介護予防サービ
スのみを利用しており、総合事業へ移行後も、同様のサービス（訪問型サービスまたは通
所型サービス）を利用する場合

 介護予防福祉用具貸与等の総合事業に移行されない介護予防サービスを利用している
が、更新のタイミングで利用サービスの変更を行い、総合事業のみを利用する場合

基本チェックリストを実施する例
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基本チェックリストの市への届出

要支援認定の有効期間満了前の３０日前程度から

※要支援認定の更新申請は、有効期間満了前の６０日前から

【受付時期】

介護保険課、総合支所

※郵送での受付も可能です。

【受付窓口】

◎ 届出書（利用者本人の同意署名、地域包括支援センターの押印）

◎ 基本チェックリスト

【提出書類】

基本チェックリストの実施には、利用者の同意が必要です。届出書の同意欄に利用者の
署名がない場合は、受付ができません。
また、地域包括支援センターとの検討も必要となりますので、検討の結果、基本チェック
リストを実施することとなった場合、届出書に地域包括支援センターの押印が必要です。

利用者の同意と地域包括支援センターとの検討

要支援（要介護）者が事業対象者となった場合の有効期間は、要支援（要介護）認定の

有効期限の翌日から始まり、有効期限はありません。
※基本チェックリストの実施日からではありません。

【事業対象者の有効期間】
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＜基本チェックリストの提出代行が可能な者＞

介護認定の有無 提出代行者

家族、地域包括支援センター

要介護・要支援認定を持っている被保険者の場合
家族、地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所

要介護・要支援認定を持っていない被保険者の場合
（認定有効期間切れも含む）

基本チェックリスト提出代行者の取り扱い
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要介護・要支援認定者（６５歳以上）

介護給付、予防給付のみ利用
（または予定）

介護給付、予防給付と介護予防・
生活支援サービス事業の両方を利用

（または予定）

介護予防・生活支援
サービス事業のみを利用

（または予定）

要介護・要支援認定申請が必要
基本チェックリスト

対象者

市窓口に要介護・要支援申請書又は基本チェックリストを提出

利用者の同意を得る・
地域包括支援センターと方針検討

要介護・要支援認定の更新申請

※有効期間満了前の６０日前から
基本チェックリストの実施

※有効期間満了前の３０日前程度

認定方法の検討フローチャート
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